	公共用物使用収益許可申請書
令和　年　月　日

田　原　市　長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒
住　　　所

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称及び

代表者氏名

下記のとおり、公共用物のeq \o(\s\up  6(使用),\s\do  6(収益))を許可してください。

記



	公共用物の種類


	

	目的


	

	場所


	

	種類・数量

	

	利用計画

及び用途
	

	工事の実施及び

採取等の方法
	

	使用又は収益しようとする期間
	令和　年　月　日から令和　年　月　日まで



	その他参考事項


	


記載要領
１．申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載すること。「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。
２．「工事概要」の欄には、「工事種別」として歩道切下げ、植樹帯移設等の工事の内容を、「施工数量」として延長、面積等の施工規模を記入すること。
３．「場所」の欄には、地番まで記載すること。施工箇所が２以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。「車道・歩道・その他」については、該当するものを〇で囲むこと。
４．「工事の期間」の欄には、工事実施から完了までの期間を記載すること。仮移設等を含む場合は復旧までの期間を含めて記載すること。
５．「施工方法」欄の施工業者については、未定の場合にはその旨記載すること。また、その時には工事着手までに報告すること。
６．「添付書類」の欄には、添付した書類に〇を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その書類名を（　）内に記載すること。
　・位置図は、1/50,000程度の平面図を、現況図・計画図はそれぞれ現況及び完成後の平面図（1/1,000程度）及び縦横断面図を指し、誓約書とは、施工後に施工箇所を道路管理者に引き継ぐ旨を約した書面を指し、同意書とは水路管理者、隣地所有者等の関係者の同意を証する書面を指す。
７．その他必要な事項については、「備考」欄に記載する。
　　　例）概算工事費、道路の現況、道路区域の変更の有無等
　公共用物使用収益許可申請書　必要書類一覧表　（１部提出）
	
	 番号
	　 書類名
	　　 記載要領等

	
	　 １
	 公共用物使用収益許可申請書
	 別紙　記載要領による

	
	　 ２
	 位置図
	 1/50,000程度の平面図に、占用場所を明示

	
	　 ３
	 現況図
	 現況の平面図（1/1,000程度）・縦横断面図

	
	　 ４
	 計画図
	 完成後の平面図（1/1,000程度）・縦横断面図

	
	　 ５
	 構造図
	 必要に応じ添付

	
	　 ６
	 交通規制図
	 通行止めとする場合添付

	
	　 ７
	 工事仕様書
	 別紙　仕様書による

	
	　 ８
	 公図（写）
	 使用場所を明示

	
	　 ９
	 求積表
	 使用数量が面積の場合添付

	
	 １０
	 誓約書
	 工事仕様書を添付すれば、省略可

	
	 １１

	 同意書

	通行止めの場合は、地区総代同意書の写し

	
	 １２
	 現況写真
	 占用場所を明示

	
	 １３
	その他必要と思われる書類
	


 eq \o\ad(工事仕様書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
１　工事を施工しようとするときは、あらかじめ公共用物管理者（以下「管理者」という。）に届け出て、その指示を受けて工事施工標示を設置し、施行するものとする。
２　工事着手及び完了のときは、管理者に着手及び完了届を提出して指示検査を受ける。
３　工事に関する一切の費用は、すべて申請者の負担とする。
４　工事は、申請箇所以外損傷しないように充分考慮し、また、工事施工にあたっては責任者を定め、管理者の指示に従う。
５　工事を施工しようとするときは、他の公共用物には充分注意し、損傷した場合は、申請者の責任において復旧する。なお、工事の施工の際、道路構造物等に損傷が確認された場合、速やかに報告するとともに申請者の責任において補修する。
６　工事着手前に、必ず所轄警察署長に許可を受ける。
７　工事中は、道路標識・区画線及び道路標示に関する命令（総理府建設省令第３号）及び道路現場における標示施設等の設置基準について（建設省道路局長通達）を遵守する。
８　器材その他土砂等を路上に放置し、一般通行に支障を与えないようにする。
９　工事の施行は、申請図面によるほか、次の事項に留意する。
盛土、埋戻は、十分つき固め、工事完成後沈下及び破損の発生のないよう施行し、後日沈下破損の場合は、その呼戻工事として施行する。
